
草加市市民後見人養成事業実施要綱 

 

平成２７年７月１３日 

告示第６１８号 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）その他の関係法律の規

定に基づき、後見等の担い手として市民を養成し、認知症等により判断能力が十分

でない者等が成年後見制度を円滑に利用するための体制整備に資することを目的と

して市民後見人養成事業（以下「事業」という。）を実施することについて必要な

事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 ⑴ 市民後見人 第７条第１項の規定による登録を受けた者をいう。 

 ⑵ 後見人等 民法（明治２９年法律第８９号）に規定する成年後見人、保佐人及

び補助人をいう。 

 ⑶ 後見等 後見人等として行う後見、保佐及び補助をいう。 

 （実施主体） 

第３条 事業の実施主体は、市とする。ただし、市は、事業の一部を適切な事業運営

が確保できると認められる権利擁護等に関する専門知識及び実績を有する団体（以

下「権利擁護等団体」という。）に委託することができる。 

 （事業内容） 

第４条 事業の内容は、次のとおりとする。 

 ⑴ 市民後見人養成研修（以下「養成研修」という。）の実施に関すること。 

 ⑵ 市民後見人の登録及び管理に関すること。 

 ⑶ その他事業の推進に関し市長が必要と認めること。 

 （養成研修受講対象者） 

第５条 養成研修を受けることができる者は、市内に住所を有し、次の各号のすべて

に該当するものとする。 



 ⑴ 養成研修の受講を開始する日の年齢が２５歳以上である者 

 ⑵ 市民後見人として活動する意思がある者 

 ⑶ 成年後見制度及び高年者、障がい者等に対する福祉に理解があり、心身共に健

康である者 

 ⑷ 原則として養成研修の全日程に参加できる者 

 ⑸ 次のいずれにも該当しない者 

  ア 民法第２０条に規定する制限行為能力者 

  イ 民法第８４７条に規定する欠格事由に該当する者 

  ウ 民法の一部を改正する法律（平成１１年法律第１４９号）附則第３条第１項

の規定により被成年後見人とみなされる者及び同条第２項の規定により被保佐

人とみなされる者 

  エ 草加市暴力団排除条例（平成２４年条例第３０号）第２条第２号に規定する

暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団関係者 

２ 専門職として後見人等を受任することが適当と考えられる弁護士、社会福祉士、

公認会計士その他の資格を有する者は、受講の対象者としないものとする。 

 （修了証） 

第６条 市長は、養成研修を修了した者に対し、修了証を交付するものとする。 

 （登録） 

第７条 市長は、前条の修了証の交付を受けた者を市民後見人として登録し、市民後

見人登録名簿（様式。以下「名簿」という。）を作成し、管理するものとする。 

２ 市長は、市民後見人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該市民後見人の

登録を抹消するものとする。 

 ⑴ 市民後見人が登録の抹消を申し出たとき。 

 ⑵ 市民後見人として不適切な行為を行ったと認めるとき。 

 ⑶ 前２号のほか、市長が必要と認めるとき。 

 （名簿の提供） 

第８条 市長は、市民後見人の同意を得た上で、名簿を権利擁護等団体へ提供するこ

とができる。 

 （選考） 

第９条 市長は、草加市成年後見制度利用支援事業実施要綱（平成１６年告示第１９



７号）第１条に規定する審判の請求をしようとするときは、名簿に記載された市民

後見人のうちから適当と認める者を選考し、当該請求に係る後見人等の候補者とす

ることができる。 

 （市民後見人の活動） 

第１０条 市民後見人は、後見人等に選任されたときは、権利擁護等団体その他の関

係機関と連携して後見等を行うものとする。 

 （その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、公布の日から施行する。


